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１．開      会 

 

【事務局】 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第５回道路行政マネジメン

ト研究会を開催させていただきます。 

 本日は、委員長初め委員の先生方には大変御多忙の中、またお暑い中を御出席いただき

ましてどうもありがとうございました。 

 本日は、家田委員が所用のため御欠席ということでございます。 

 前回の第４回研究会を開催させていただきましたのが昨年 10 月ということで、少し間

があいてしまいました。その間、道路局の幹部がかわっておりますので、冒頭メンバーの

紹介をさせていただきたいと存じます。 

  

 ～道路局の幹部紹介～ 

 

  

 冒頭まず御報告でございますが、第３回の研究会でいただきました御提言をもとに、現

在道路行政マネジメントの取り組みを進めさせていただいているところでございますが、

今年の６月に平成 15 年度の道路行政の達成度報告書並びに 16 年度の業績計画書を取りま

とめさせていただきました。これを６月 30 日に公表させていただいているところでござ

います。本日御参考のためにお手元に配付させていただいております。内容に関しまして

は後ほど御説明させていただきますが、昨年７月、平成 15 年度の道路行政の業績計画書

の策定をさせていただいて以来、ほぼ１年かけてマネジメントサイクルが一巡したという

ことでございまして、報告させていただいた次第でございます。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 まず、本日の資料の確認でございますが、お手元に、議事次第、委員会名簿、それから

資料一覧ということで、前回の議事概要の下に、資料１、２、３、あと、机上の参考資料

という形でそろえさせていただいているつもりでございますが、不足、ございませんでし

ょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、以後の議事は古川委員長にお願いいたします。先生、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

２．議      事 

（１）一巡した道路行政マネジメント～評価結果を次の施策、予算へ反映～ 

 

【委員長】 それでは、議事を始めます。 

 最初に、道路行政マネジメントのこれまでの取り組みと今後の課題につきまして、事務



 

 - 2 - 

局の方から御報告をいただきます。 

【事務局】 それでは、お手元の資料１に基づいて御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 「一巡した道路行政マネジメント」というふうに表紙に書かせていただいてございます。 

 まず１枚おめくりいただきまして１ページ目でございますが、これは委員の先生方に御

指導いただいた内容でございますので、言わずもがなでございますが、道路行政の効率化、

さらには透明性の向上、こういったものを目指しまして昨年からスタートさせていただい

た。事前に数値の目標を宣言して、その達成度を評価して、次のサイクルに生かしていく。

このマネジメントサイクルを構築するということが目標でございます。 

 先ほど申し上げましたように、今年の６月 30 日にちょうど一巡した報告書を出させて

いただいております。内容については後ほど御説明させていただきますが、１枚おめくり

いただきまして、２ページ目、この図も既によく御案内の図でございますが、ちょうど右

側の方に書かせていただいているプロセスの明確化・目標設定、ここの部分からぐるっと

左回りに回りまして一巡させていただいたということでございます。その間、その左側に

出ているように、行政マネジメントに向けた３つの柱、それから実践のための５つの戦略

として、具体の実務に生かしていく戦略の方向性、こういった御示唆をいただいたところ

でございます。今日の資料の２は特に実践のためのいろいろな取り組みについて御説明さ

せていただくということになろうかと存じます。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページ目でございます。前回 10 月の第４回目の研究

会では、ちょうど上の四角のところまでいろいろ御報告をさせていただいたところでござ

いまして、その後、本日第５回に至るまで、一番下の四角のところ、新しい予算との関係

を今整理をしている、新しい取り組みに向けて進み出したということでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、４ページ目でございますが、「予算と成果のリンク」と

書かせていただいております。今申し上げましたように、15 年度からスタートさせてい

ただいたわけですが、年度の途中ということもありまして、16 年度の予算になりまして

１つの流れといったものが確立したのかなと。そこに左と右にそれぞれ四角く図が出てお

りますが、15 年度の段階では予算の決定後、今回の数値目標の宣言といったものがござ

いまして、執行、さらに評価という流れになっていったわけでございますが、16 年度の

予算に関しましては、その右側に予算の要求段階から予算の決定に至るまで、既にこの段

階で数値目標の宣言をさせていただいている。同じように、そういった流れの中で、評価

を踏まえて次の予算へ反映させるという一連の流れが構築できたというふうに考えており

ます。 

 また、右側の下の②でございますが、従前、道路の予算といいますのは、一般国道であ

るとか、地方道であるとか、道路の種別ごとに、例えば新しく物をつくる改築であるとか、

修繕する、いろんなメンテナンスするといった、こういった施策の組み合わせでもって予

算の費目といったものが決まっておりました。それを今回いろいろな政策テーマごとに整

理をし直した、組みかえたという形で、右側の四角にあるような交通円滑化のための事業

費であるとか、あるいは地域連携を支援するための事業費であるとか等々といった形に予

算の費目を組みかえている。こういったこともいろんな方からご覧いただくときにわかり

やすく、あるいはチェックしやすく、目標に向けてのいろいろな整理がしやすくなるとい
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った形で組みかえているということでございます。 

 それが１ページめくっていただきまして、５ページ目にこんな形になってございますと

いう表でございます。左の方に今申し上げたような費目が並んでおりまして、頭を少し下

げまして、昨年 15 年度スタートするときに整理した、例えば 17 のそれぞれの指標がどう

いった予算の費目の中の切り口になっているか、そういったものをそれぞれどういうとこ

ろで整理しているかというのをわかりやすくお示ししたものでございます。 

 １ページめくっていただきまして、６ページ目でございます。「初の達成度報告書を公

表」したと書かせていただいております。これにつきましては、下の四角の特に②でござ

いますが、「成果主義の道路行政運営の実践へ」ということで、この後ご覧いただきます

が、初め考えていた 17 の指標のそれぞれマクロなでき上がり、成果といったもののほか

に、それだけでは必ずしも十分ではございませんので、全国目標の達成度だけではない、

都道府県別、あるいは直轄であれば事務所ごとの達成状況、こういったものもきちっと分

析いたしまして公表している。さらにはいろいろな目標に向けて、それを達成するための

いろんな施策を実施したわけでございますが、それらがどの程度効果があったのか、ある

いはなかったのか、こういったことの分析に注力をさせていただいたということでござい

ます。その結果、よいものにつきましては、どんどん広げてやっていくということと、必

ずしも十分な効果が上げられなかったものについては、――その辺はどの辺に原因がある

のかといったことも考えながら――次の改善につなげていくといった仕組みも導入させて

いただいたつもりでございます。 

 おめくりいただきまして、７ページ目、これが今申し上げました全体を見渡したときの

一覧表でございます。縦に①から⑰までそれぞれ 17 の指標、その右側に５つの列で縦に

数値が並んでございますが、ベースになりました 14 年度の実績、それから 15 年度の目標

値、15 年度末の実績値、それを踏まえた 16 年度の目標値、それからこれは社会資本整備

重点計画と平仄を合わせてございますが、平成 19 年度、中期的なスパンで見たときの計

画目標値、こういった中身でございます。 

 ちなみに、この 17 のうちでは④の「規格の高い道路を使う割合」、⑦の「日常生活の中

心となる都市まで、30 分以内で安全かつ快適に走行できる人の割合」、それから下の２つ、

「道路利用者満足度」と「ホームページアクセス数」、この４つが当初掲げました目標値

には若干届かなかったという指標でございます。 

 次に、１ページおめくりいただきまして、８ページでございますが、先ほど申し上げま

したマクロで見る以外に、それぞれの指標の中身をいろんな形で分析してございます。こ

こではわかりやすい例として１つお示しさせていただいてございますが、これはＥＴＣの

利用率でございます。その左上に 47 都道府県ごとの利用率のグラフが出てございまして、

その下には、特にＥＴＣの場合、有料道路ということになってまいりますので、道路公団、

首都高、阪高ということでの利用率の目標と実績を示させていただいてございます。 

 こうやって見ますと、上のグラフからは北海道、東北、九州といったところの地域で利

用率が若干低迷しているというところと、あと、主として三大都市圏が比較的高いような

状況になっているのですが、その中で大阪を中心とした関西圏が全国値を下回るような利

用率にとどまっているというようなのが見えてまいります。これはいろいろな事情を分析

していかなければならないのでありますが、１つは、大阪の、特に阪神公団のＥＴＣの促
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進の施策を打つタイミングが、全国の道路公団、あるいは首都高と比べて少し遅れたとい

うようなことも影響しているのかなと考えられます。こういったことを細かく見ていこう

というような姿勢をもって取り組んでいるということでございます。 

 次に、９ページ目でございますが、この達成度の評価を次に活かすマネジメント･サイ

クルの実践ということで、これも先ほどご覧いただいた図と近似しているものでございま

すが、やりっ放しではなくて、やった施策をきちんと評価して、次のサイクルに回してい

こうと。１年単位でそういった反省を踏まえてやっていこうということで書かせていただ

いているものでございます。 

 １つには①ということで、その下の四角に書かせていただいていますが、行政の運営理

念としてのマネジメント、こういった見方をして、１つ１つ取り組んだ知見をきちっと反

映させた重点施策、こういったものを打ち出していこうというのが１点。 

 ２番目といたしまして、予算要求にも、先ほど申し上げた費目の見直しだけではなくて、

いろいろな効果のある施策を実現するための予算、制度、こういったものの要求につなげ

ていこうということを意識してやらせていただいております。 

 10 ページ目、これは評価結果を次の施策、予算にどういう形で反映しているのかとい

うことを幾つかの事例で御説明させていただこうということで、政策テーマで３つ、指標

の例として４つほどこれから御説明させていただきたいと思います。 

 11 ページ目でございますが、これは「地域を結ぶ」という政策テーマで、指標として

は「規格の高い道路を使う割合」。これは考え方といたしましては、規格の高い道路、有

料道路が比較的多いわけでございますが、こちらの方に自動車交通をたくさん分担しても

らうことで、反対側にあります一般道路、特に生活道路などの割合が多いわけですが、こ

ういったところでの渋滞や事故、沿道環境の改善といったものを実現させようという施策

でございます。 

 実際のところは今申し上げた規格の高い道路の大半を占めます有料道路につきましては、

利用者の満足度調査においては最低の評価を受けております。特に有料道路の料金は高い

ということについて、一般の方からは厳しい目が向けられているということで、有料道路

につきましては、全体では先ほど申し上げましたように 15 年度は 80 万キロほど利用が減

少しております。この内訳は、そこにございますように、無料道路が 20 万台キロ増えて

いるのですが、有料については先ほど申し上げたような料金抵抗みたいなこともございま

して、約 80 万台キロほど減少している。こういったことがございます。 

 そういったことに対して、15 年度、どういった施策が行われて、どういう効果があっ

たのかということでございますが、右側の方に２つ例を示させていただいてございます。 

 １つは、弾力的な料金設定の効果を確認させていただいた。これは全国で幾つかやって

ございますが、１つは、常磐自動車道、茨城県でございますが、例を出させていただきま

した。これは常磐道の料金を１カ月間にわたりまして半額にセットさせていただいた。そ

の結果、その右側の方に絵が出てございますように、並行して走っている一般道の渋滞が

軽減されたということで、料金収入の面で見ますと、１日当たり約 60 万円の収入の減が

出ましたが、私どもがいろいろな渋滞の効果を判断するときに用いております渋滞の損失

額といったことを考えますと、約 1500 万円ほど渋滞の緩和による効果が上がった。とい

うことで、これは非常に有効な施策だというふうに判断させていただいております。 
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 ２番目といたしまして、その下でございますが、これは四国の香川県の高松自動車道の

ところ、真ん中のところに矢印で引き出しを出させていただいておりますが、これは全線

約 100km ほどにわたる路線で、両側が供用しておりまして、真ん中の部分だけができてい

なかった。このうちの高松西インターと高松中央インターの間の約９km につきまして供

用して、全体がつながった。このことによりまして、右下の方にグラフが出てございます

が、その区間だけではなくて、その前後、全線にわたりまして、交通量は約 30％伸びた。

よく道路のネットワーク効果という言い方をしておりますが、これはネットワークの効果

――つながることによって、利用者の方の使い勝手が非常によくなったという、そういう

効果が顕著に出た例ということで考えさせていただいております。 

 その結果、そこから矢印が出ていて、改善につなげるという形で出てございますが、そ

の評価結果を次の行政運営に反映させていこうと。有料道路の料金の問題、それから高速

道路のネットワークの問題、こういったことを特に注視しながらやっていこうということ

でございます。 

 12 ページ目をご覧いただきたいのですが、今のようなことも踏まえまして、実際に宝

の持ち腐れにならないように、今ある、十分に活用されていない有料道路についてどうや

ったら上手にというか、たくさん利用していただけるのかということで、これは先日７月

23 日に第１回が開かれましたが、「「使える」ハイウェイ推進会議」、こういったものも設

置させていただいて、いろいろ委員の先生からアドバイスをいただくというようなことの

取り組みもスタートさせていただいているということでございます。 

 次に、13 ページでございますが、これは政策テーマの「渋滞を減らす」というものの

中の路上工事時間の話でございます。これは今さら申し上げるまでもなく、国民の皆さん

から非常に評判の悪い道路の工事につきまして、これを極力少なくしていこうということ

で取り組んでいるわけでございますが、これにつきましては、15 年度、一般の方々から

もチェックしていただくという意味で外部評価型の取り組みを行った。特に東京 23 区で

路上工事のスリム化大作戦と銘打って、東京都と国交省が中心になりまして工事を少なく

するための取り組みを行った。同じようなことが年度末にも行われたということでござい

ます。全国的には目標を達成するぐらいの路上工事の軽減はできたのでございますが、最

も批判の声の大きい、あるいは目立つ東京の 23 区というあたりは約５％程度にとどまっ

て、全国的なレベルまでには至っていない。 

 その下の四角にございますが、②、これはさらに内訳を分析してみますと、全体はこの

上の白い丸のところでございますが、年末の 12 月と年度末の３月についてはトータルの

路上工事の時間というのは減ってございます。ただ、その反動でといいますか、そういっ

たことの裏返しで、１月、２月のあたりがぐっと増えているとか、そのあたりのでこぼこ

が非常に大きい。そういったところにツケが回っているというようなこと。それから、そ

れぞれどういった工事が多かったのか、少なかったのかを見た場合に、企業者、いわゆる

電力でありますとか、ガスだとか、水道だとか、こういった企業工事というのは四角で表

現させていただいております。これについては極めてまじめに年末、年度末、減らしてい

ただいているということがわかるわけですが、逆に道路管理者、本来道路を管理している

国、この場合は都でございますが、こういったところの工事が減らない。逆に増えている。

特に直轄の国も威張れたものではないのでありますが、特に東京都の方のそのあたりのデ
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ータ的な増え方、数字の増え方が非常に問題になろうかなと。こういったところを分析し

つつ次の形に生かしていかなければいけない。こういうことになろうかと存じます。 

 １枚おめくりいただきまして、例えば昨今新聞等にも載って、少しずつ国民の皆さんに

も次の取り組みが見えてきているのかなと存じますが、いろいろな縮減のためのインセン

ティブを働かせようということで、路上工事、どういう目的で、何のために、どういうこ

とでやっているんだという、そういう情報をきちっとお示しをするということと、やはり

それぞれ、そこの②に書かせていただいてございますが、いわゆるシリアルナンバーとい

いますか、路上工事を特定できる番号、こういったものをはっきりと明示いたしまして、

それによってどこが問題なのかといったことをきちっと把握できるようにしようと。その

上でそういった工事、特定の工事につきましては厳しい対応をしていくというようなこと

も考えていくということが重要になってくるのかなと。今、そういう方向でやらせていた

だいております。 

 それから、15 ページでございますが、渋滞を減らすということで、こちらの方は先ほ

ど申し上げましたＥＴＣの話でございますが、これはそこにございますようにいろいろな

車載機購入支援であるとか、あるいは車載機の低価格化、これはメーカーの方の御努力も

ございます。それと道路側といたしましては、いろいろなＥＴＣを利用した方に対する料

金割引の実施、こういったことがある程度の結果を出してきたということで、このところ

は大きな勢いで伸び出してきているということでございます。 

 また、ＥＴＣを活用することによって、下の方に出てございますが、例えば首都高の川

口料金所では交通量が５％増加した。全体では増加しているわけですが、ＥＴＣの利用増

によりまして、渋滞延長が従前に比べて半減したというような事例もございます。 

 こういったことで、そこの左側にございますようなＥＴＣの料金所の専用化のさらなる

進展、あるいは料金割引であるとか、そういったＥＴＣの利用のためのインセンティブを

働かせるような種々の施策についてもっと積極的に進めようといった形で進めているとこ

ろでございます。 

 それから、１枚飛ばしていただきまして、17 ページでございます。これは先ほども申

し上げました４つのテーマの最後になりますが、「電柱・電線をなくす」という政策テー

マのうちの無電柱化率でございます。欧米に比べますと非常に低いところで、今努力して

いるわけでございますが、全国的な数値としては一応目標を達成してございます。ただし、

その右側の方にございますように、都道府県ごとに、あるいは政令市ごとに見ていくと、

かなりの差があるということで、こういったところの差をなるべく埋めるような施策。特

に昨今自治体は非常に財政状況も厳しいということで、こういったものの整備に対するコ

ストの削減、こういった施策も積極的に進めつつ、やっていかなければいけないというよ

うなことで考えさせていただいているところでございます。 

 次に、18 ページでございますが、今まで申し上げたのは、国の方でまとめさせていた

だいた達成度報告並びに業績計画でございます。地方ごとにそれぞれ取り組んでいただい

ているものにつきまして、15 年度の業績計画は 32 都道府県でお作りになられました。現

在、今申し上げたような形での達成度報告と次の業績計画につきまして整理が終わってお

られるところというのは、そこにありますように４つの県でございまして、他の県につき

ましても現在逐次そういった取りまとめが行われているというふうに聞いてございます。 
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 なお、最後のページの 19 ページでございますが、地方における取り組みということで、

これは秋田県の例でございますが、それぞれ今のアウトカム指標、左側に出ているような、

こういった指標の実現のためにどういうことを行うかということで整理されてございます。

特に今申し上げた目標を達成するために具体にどういったことをやるのかといった政策や

事業をリンクさせるという意味で、備考欄のところにこういったことをやっていくのだと。

これによって目標が達成できるのだというような形の整理をされているという例でござい

ます。 

 以上が資料１の説明でございます。 

 

（２）地域における道路行政マネジメントの実践 

 

 次に、お手元の資料２でございます。これは「地域における道路行政マネジメントの実

践」ということで、まず１ページおめくりいただきたいと思いますが、冒頭申し上げまし

たように、とりあえず一巡させていただいたわけですが、次のステップとして何を我々と

して力を入れてやらなくてはいけないかということでございます。 

 ここに第１から第４まで書かせていただいてございますが、とりあえず今第１の段階の

形が何とか整った。次に第２、第３といったステップを少し詰めていかなければいけない

のだろうというふうに考えてございます。１つは、こういった考え方、施策の浸透のため

の仕組みをつくっていくということと、実際に日々現場に向き合っている日常業務へのこ

ういった考え方、取り組みのきちっとした組み込み、この２つが大きな話になろうかと考

えております。 

 具体にはそれぞれ第２、第３の四角の下に書いてございますような具体の取り組みを今

進めつつあるところで、これからはそこの部分についての簡単な御報告をさせていただき

たいと思います。 

 １ページおめくりいただきまして、まず１つはそういった日々の業務に反映させるため

の、今の自分たちのパフォーマンスがどうなっているかというのをきちっと把握するため

のデータのチェック。例えば２ページ目にございますように、17 の指標につきまして、

現状、真ん中のところにございますが、データによって若干ばらつきがございます。年度

ごとにしかとれないものもございますし、月ごとに整理できるものもございます。こうい

ったものをきちっと常時把握しながらリアルタイムでその傾向を見ながら、さらにその時

点時点で対応すべきことについては軌道修正もするし、あるいは少し力を入れるといった

ことで反映させていくことになろうかと思います。 

 やはりこのデータ取得につきましても、その右側の方に改善というのがございますが、

日々技術的に可能になる、あるいは全体の整理の仕組みが整った場合には少しでもよくな

るような形で進めていくという取り組みをやっているところでございます。 

 それから、３ページ目は既に御案内のプローブカーの話でございますので、飛ばさせて

いただきまして、４ページ目、表紙がついてございます。「地域におけるマネジメント事

例」ということで、いろいろな取り組み、工夫の紹介でございます。 

 ５ページ目でございますが、地方ブロックマネジメントのヒアリングということで、従

前、概算要求であるとか、予算の決定であるとか、こういった形のもののヒアリングとい
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うのを例えば本省と局の間、局と事務所の間で行っていたわけでございますが、それに加

えましてというか、それも含めましてそれぞれマネジメントという概念のもとにそれぞれ

局であるとか、事務所が自分たちの日常業務をどういった形で把握していくのか、取り組

んでいくのかといった観点を重視しまして、2004 年２月と６月、既に２回開催させてい

ただいております。これに基づきましていろんな予算の配分の考え方であるとか、重点事

業の選択といったものをそれぞれ本省－局間、局－事務所間で議論しながら進めていこう

という取り組みでございまして、今後もこういった時期に年２回ほど開催する予定になっ

てございます。 

 次に６ページ目、これは渋滞対策の工夫ということで、この例は金沢都市圏の例でござ

います。金沢都市圏におきまして、国道８号というところに通勤交通が集中して、大きな

負荷がかかっているということで、通常であれば、従前ですと、用地を買収して、道路を

拡幅してというような形で考えていくのが一般的なわけでございますが、今回のこの金沢

の場合につきましては、同じ用地幅で、道路の構造令を弾力的に運用いたしまして、従前

４車線だったものを５車線にして、渋滞の解消を図った。この結果、効果としては渋滞の

長さが従前に比べて９分の１になったということと、用地買収すれば 10 億円かかったも

のが、そういったものがコストカットできた。なおかつ、買収に伴う時間的な問題、こう

いったものもかかりませんでしたので、非常に短期間にそういった効果を出すことができ

たという事例でございます。 

 それから、次の７ページ目、これは岡山の例でございますが、この場合は管内の管理し

ている区間を約 200ｍのピッチに切って、これは交通安全の面からチェックをかけた。特

に交通事故、あるいは死傷率の高いところを抽出して、そこに重点的に対策をとっていく

ということをやった事例でございます。 

 それから、次に８ページ目でございます。これは秋田の例でございますが、左側の下に

色がついたのが縦にずうっと並んでいる。これはそれぞれ 12 時間交通量を１年間の分を

並べたものでございまして、その下側に出ているのは、その日に路上工事、道路の工事を

やっていたというものでございます。上の方の交通量が多いのは、例えば観光シーズン、

お花見であるとか、紅葉のシーズン、あるいはお祭りがあるとか、こういったシーズンの

ところに交通量がどうしても増える傾向があるのですが、そういうのに対しても一切構わ

ず工事を行っていて、当然のことながら悪い影響が出るのは非常に確率が高いわけでござ

いますので、そういったことをこういうふうな単純な分析ではございますけれども、並べ

てみるとそういうものがよくわかってきたということで、次の９ページでございますが、

そういったことを踏まえまして、そこにあるような左下のカレンダー、この緑の部分とい

うのは悪さをする可能性が極めて高い日、こういったものを外して、同じ路上工事をやる

にしても、そういっためり張りをきちっとつけてやろうというような工夫、わずかな一歩

ではございますが、そういった工夫も地域によってはいろいろ取り組んでいるという例で

ございます。 

 それから、10 ページ目にまいりまして、これは情報提供の充実とプロジェクト管理の

充実という例でございますが、私どもで九州地方整備局におきまして「ちゃく 2 プロジェ

クト」と銘打っておりますが、私どもがふだん行っているいろいろな事業につきまして、

きちっと一定のルールを決めて、一般の方への情報提供といったものを充実させるという
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取り組みを行ったということでございます。これはよく言われる、どういう目的で、いつ

ごろを目途に、その結果、何がどういうふうによくなるのかといったことを１つ１つの現

場も含めまして、情報提供をきちんとやるというものと、もう１つは、内部的にはプロジ

ェクト管理の強化ということで、いろいろな目標設定を行うことによって、局から事務所、

出張所に至るまでの関係者の意識の統一ということと、そういったものをきちっと外に向

かって公表することによりまして、ある程度オブリゲーションといいますか、責任意識を

持ってやっていくということを内部的にも１本縛りを入れたという例でございます。 

 特にポイント２のプロジェクトの管理を行うツールにつきましては、全事務所で基本的

なところを統一して運用する。局と事務所間では問題意識の共有を図るといったことに非

常に力を入れられたと聞いております。 

 例えば 11 ページ目の例でございますと、通常出張所では現場管理という側面が強いわ

けですが、通常事務所が行うような設計協議、用地取得、こういったものもある部分機能

を出張所に押し出しまして、それらを一元的に行うことによって、用地の取得率であると

か工事の進捗率、こういったもののアップ、進捗に大いに資しているという例でございま

す。 

 それから、ちょっと駆け足になって恐縮でございますが、12 ページ目、コミュニケー

ションの取り組みということで、これはホームページのヒット数がどうなっているかとい

ったものを直轄の事務所、全部で 107 事務所（道路系）でございますが、これらの数値を、

先ほどの都道府県を並べるのと同じように、事務所ごとに比較をする。その結果、やはり

ヒット数の多いところについてどういった努力がされているのか、こういったことを横目

で見てもらいながら、いいところはどんどんまねしていただく。あるいはさらに改善を加

えていただくというようなことでやっていくベンチマーキングの手法を取り入れている例

でございます。 

 13 ページ目、それをプロットしたものでございまして、右の軸にアクセス数、左に１

年前と比べてどの程度増えたか。そこに矢印がついてございますが、左下のたくさん事務

所が集中しているところ、ここをある程度ばっと短期間に努力しますと、当然倍率が増え

ますので、矢印の上の方向に飛びはねて出ていく。それが努力を継続した場合には当然高

いところのアクセス数で伸び率については安定してまいりますので、次の矢印で右下の方

に流れていく。こういう傾向でやっている。したがいまして、事務所でいくと、新潟であ

るとか、あるいは高山であるとか、金沢であるとか、こういったところが先進的に取り組

んでいた事務所だろうということに想像がつくわけでございます。そういったものでござ

います。 

 それから、次に、今私どもが非常に力を入れて、これから少しずつ充実させていこうと

しているものに、14 ページでございますが、道路行政経営ガイドラインの案と書いたも

のがございます。今申し上げましたように、いろいろな事例、これはいい事例をなるべく

積み上げて、その中からエキスを抽出するようなことで今やっているのですが、それだけ

でとどめるのではなくて、その中で事業展開や管理といったことに効果のある、そういっ

たものの情報を共有していくべきだろうと。それで通常の事業執行に資するような、そう

いったものを支援するツールといったものを何らかの、最低限のものを用意すべきだろう

ということで、今行政経営ガイドラインと呼んでおりますが、こういったものをつくるべ
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く今進めているところでございます。 

 これについては今申し上げましたように、15 ページに書いてございますように、アウ

トカム指標のところで目標とする成果、これができた、できないというようなところが一

挙に行政判断で次はどうだこうだというのはなかなかリンクしがたいところがございます。

したがいまして、実務、道路行政の行動といった場合、ガイドラインの考え方に沿って行

動する場合の指針であるとかルール、こういったものを整理しましょうということで、今

申し上げたような取り組みを進めている。こういったことを今やっているわけでございま

す。 

 16 ページ目でございますが、ガイドラインの役割として３つそこに書かせていただい

ております。 

 １つは、道路行政のアウトカム指標と行政判断の連携を図る最小限の道路行政の行動指

針といった位置づけ。これを提示していきましょうということ。 

 ２つ目といたしましては、道路行政で得られるデータや指標、あるいは具体事例を適正

な事業執行や住民等に対する説明責任の向上、さらには良好な組織運営の展開・活用に資

するためのモデルを提示するといったこと。 

 ３点目といたしまして、それぞれ我々の内部組織になりますが、事務所・局・本省、相

互に実践的なノウハウを共有・蓄積する仕組みの構築といったことがこのガイドラインの

役割であろうということで今考えているところでございます。 

 ちなみに、17 ページにございますように、昨年 17 の指標でスタートしたわけでござい

ますが、当面このガイドラインとして力を入れて取り組むものとして６つのテーマをそこ

に書かせていただいております。この６つになったというのは、１つには日常的な業務に

すぐリンクしやすい。こういったもので求められている指標。あるいは国民からの満足度

が低くて、批判が強いようなもの、こういったものを早急に取り組む必要があるだろうと｡

特に上の３つについてはそういったもので絶対外せないものであろうと考えられますし、

管理につきましてもコストの縮減といったことから考えますと、当然早急に取り組む必要

があるだろうと考えてございます。 

 例えば 18 ページ目でございますが、今の６つのうちの交通安全を例にどんなことを考

えているかということをお示ししたものでございます。先ほど岡山のところの事例でも出

てまいりましたが、全国のというか、それぞれの事務所だとその管内でもいいわけですが、

管理している道路を区分いたしまして、それらの事故率、こういったものを並べていくと、

非常に事故率の高いところからそうではないところまで、こういったグラフがかけてくる

わけでございます。当然のことながら限られた資源、予算などはどこに充てていけば大き

な効果が出るかということは定性的には一目瞭然なわけでありまして、この赤で示してあ

るようなところに重点的に入れる必然性、こういったものを基本ルールとして考えたらど

うかというようなことでございます。ただし、それぞれ地域において特殊な事情もござい

ますので、そこはそれぞれの地域を抱えている個別のところでそこにいろんなオプション

であるとか、改善を加えてもらうという必要が出てくるだろうと。 

 １ページおめくりいただきまして、これは秋田の例でございますが、上の方が今申し上

げたようなちょうど真ん中にゼロの軸があって、上と下に出てございます。上の方にオレ

ンジ色と青の部分がございまして、オレンジ色の部分が事故率が高い。こちらが数値だけ
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見ますと、単純に対策の優先度の高い区間が集まっているグループだというふうに考えら

れるわけですが、下の方には、秋田は積雪寒冷地域でございまして、当然冬期については

特別な事情が発生することが予想されます。それを分析したものが下側でございまして、

冬期の死傷事故率で見ていくと、必ずしも上と同じ傾向を示さない。かなりオレンジ色が

次のところの右側の方にも下側にずれていっている。このあたりで年平均だけで単純に見

るのではなくて、冬期間のものも加味しながら判断していくという必要性、こういうのは

それぞれの地域を一番把握しているところがそれぞれの判断というか、考え方でもってい

ろいろ工夫してもらう必要があるのかなと、こういったことも今あわせて検討していると

いうことでございます。 

 最後になりますが、20 ページ目、これは路上工事を例にしたものでございますが、デ

ータに基づいた行政マネジメントということで、これは先ほど申し上げましたベンチマー

キングの手法でございます。これは整備局単位で整理してございますが、それぞれの整備

局ごとの目標と達成度がどうなっているのか、その結果、どの程度縮減されたのかという

のをきちっと公表しつつ、そしてこういった路上工事につきましては、月単位のデータ集

計というのが可能になってまいりますので、こういったものを常時把握しつつ、ぐるぐる

っと出た結果に基づいていろいろな施策の進め方等に反映させていく。こういったことが

これから重要になってくるのではないかと考えているところでございます。 

 今日のところは今の取り組みの部分、あるいは前回達成度報告、あるいは新しい業績計

画を整理させていただいたときの事例を中心に御報告させていただきました。またいろい

ろ御指導いただければと思います。 

 雑駁でございますが、以上でございます。 

 

（３）地方自治体のマネジメント改革事例の分析 

 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 本来であればここで委員の皆様から御意見をいただくなりしたいのでございますが、別

途資料を用意しております。これは表題は「ＮＰＭは行政の現場ではいかなる誘因メカニ

ズムによって支えられているか」という題がついているのですが、これは以前この研究会

で私が少しお話をしたのですが、静岡県と三重県の職員の意識調査を昨年の９月にいたし

ました。これはまだ完全に分析していないのですけれども、この際、以上の道路行政マネ

ジメントの実践にかかります点に参考になるかもしれないという事務局の方のお勧めがあ

りまして、資料を用意していただきました。私の方から若干お時間いただいて御説明申し

上げたいと思います。 

 まず１ページの図１なんですけれども、これは要するにどういう誘因構造があるか。そ

れは外部と内部と両方あると。外部には政治的なものと非政治的なものとある。それから、

内部要因というのは直接的な要因と間接的な要因というのがある。どちらかというと、外

部的な要因によって評価ですとか、ＮＰＭも始まるわけですけれども、それを定着させて

いく、維持していく要因というのは内部要因がある程度きいているんだというようなこと

を図にしたものであります。これはもちろん悉皆調査はできませんので、ランダムサンプ

リングなんですが、240 で、回答率は９割近くありました。 
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 最初の表１をご覧いただくと、それぞれのところに簡単な解説を書いているのですが、

導入時には否定的な意見が両方とも多かったのですけれども、現在は大分肯定的なものが

増えている。しかし、それでも５割ぐらいは否定的な状態なんですね。ただし、当初管理

者は非常に否定的だったのですけれども、その後、態度が変わりまして、この表には出て

いないのですけれども、受容するようになったということでございます。 

 それから、２ページ目ですけれども、表２ですね。知事のリーダーシップをどう見るか

ということですけれども、これは５割以上の人が――５割以上ではないですね。「有」と

いうのがそうですから、６割から７割はそれは認めているのですけれども、しかし、表３、

あるいは表４のように議会の存在感は余りないんですね。県民からの反応についても余り

認知をしていないということがわかります。 

 それから、３ページ目にまいりまして、実はこの両県、特に三重県の場合に、ほかの自

治体やメディアや、あるいは研究者からの関心を集めたのですけれども、それはどの程度

影響を与えただろうかというのが表５、６、７であります。 

 他の自治体からの関心は特に三重県についてですけれども、一定のインセンティブを与

えたのではないかと思われる節があります。 

 それから、メディアについても４分の１ないし、３分の１が関心を持ったというのがわ

かりますけれども、ただ、どうも決定的ではなかったのではないかと思われます。 

 それから、研究者から注目されたというのは、相当この間、この５年間ぐらいあるので

すけれども、他の自治体からの関心やメディアからの関心よりは少なかった。しかし、静

岡と三重と比べると、静岡の方が割合が大きいということであります。 

 以上が外部の要因なんですけれど、４ページ、表８以降が内部の要因であります。どう

いう点が職員の人が最も効果があったと考えているだろうか。それによってこの評価の制

度を受容していくきっかけになっただろうか、あるいは変化を与えただろうかということ

なんですけれども、業務目的の明確化というのが割合としては一番高かったんですね。三

重県も静岡県もほとんど同じなんですけれど、約４割ですね。41％、40.5％が影響があっ

たと見ているのですけれど、そのほかのは１割、２割ぐらいであるんですね。 

 業務目的が明確になったと言っているんですけれども、効率化はどうか。効率化は余り

そう感じていないんですね。 

 人事評価も一部導入されているのですけれど、これについては人事評価が適正化された

と思うかということについては、これはほとんどネグリジィブルで、４％、３％。 

 ところが、表の 11。５ページですけれども、職員提案制度については相当認知をして

いるということがわかります。 

 それから、あと３つあるんですけれども、組織の改編、権限委譲、教育訓練、このうち、

それぞれ相当認知されているのですけれども、組織の改編よりは権限委譲についての影響、

認知度が高い。 

 それから、６ページの表の 14 でいくと、教育訓練についても６割近くが効果を認識し

ております。非常におもしろいことに２つの県でパーセントがほとんど同じなんです。 

 以上はそれぞれの要因について見てみたのですけれど、全部含めてどうであったか、ロ

ジット回帰分析というのをやってみたのですけれど、これを見ますと、全般的に見ると業

務目的の明確化というのが、＊印がついているのが統計的に有意なんですけれども、下に
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パーセントが書いてあります。首長については静岡だけなんですね。三重県は出ておりま

せん。ただ、これは昨年の９月ですから、前知事が、三重県は北川さんが退任なさった後

なので、余り感じなかったのかもしれません。共通して印がついているのが業務目的が明

確化されたことだということがわかります。それから、静岡県では、他の自治体からの関

心と権限委譲、組織の改編、これがきいている。組織の改編と書いてありますが、権限委

譲かもしれません。それから、三重県は提案システムというのが非常に有効度、認知度が

高いということがわかります。 

 これで見てみると、両県とも似たような改革をしたことはしたのですが、毛色は違うの

ではないかということがわかります。しかし、共通点も非常にあるので、道路行政マネジ

メントも実は似たような経営改革の一環であるとすれば、このあたりを少し参考にしてこ

れからてこ入れするとうまく運ぶのではないかという示唆を与えるということを期待して

いる次第でございます。 

 大変駆け足で恐縮でしたけれども、近いうちに日本語でのフルペーパーをまとめますの

で、また御紹介したいと思います。 

 

（４）家田委員メモの紹介 

 

【委員長】 それで、資料の説明は以上なんですけれども、これについて今から委員の

方々から御意見や御質問やら補足などいただきたいと思いますが、本日欠席の家田先生の

方からメモが出ておりますので、御紹介をしていただきたいと思います。 

【事務局】 事務局の○○でございます。 

 お手元の古川先生の論文ペーパーの１枚下に「家田委員メモ」と書いたペーパーがござ

います。こちらの方を御参照いただければと思います。 

 今日欠席の家田先生の方から意見を事前に承っておりまして、以下における３点の意見

をいただいておりますので、紹介させていただきます。 

 １つは、道路行政マネジメントの展開によって、１つ１つの政策とか施策が改善してい

くのみならず、マネジメント自体を改善していく、そういう学習につながる。取り組み自

身の改善にもつながるのだという意見をいただいております。 

 ２つ目といたしましては、診断のステップというのが重要であると。やはりマネジメン

トを実施するに当たっては試行錯誤が必要であって、マネジメントサイクルではチェック

して、アクションに移すところ、ここで何が問題で、なぜ問題で、どうしたらいいのかと

いうようなエンジニアリング的な分析、診断が大切であると。具体的に言いますと、うま

くいったものを施策につなげ、効果が出なかったものを何が悪かったのか、診断の仕組み

を開発する必要があるという意見をいただいております。 

 ３点目は、本日の資料２にもつながってくるのですが、現場での工夫を促す仕組みが必

要であるという意見をいただいておりました。現場で何となくマネジメントを充実すると

いうだけではなくて、現場での工夫のやり方を促す仕組みが必要である。 

 下から２行目に書いてありますが、ベストプラクティスをつくるとか、あるいは取り組

みの判断の参考となるパーツをつくるとかが重要になってくる。こういう意見をいただい

ております。 
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 以上でございます。 

 

（５）自 由 討 議 

 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、もう大分時間も過ぎましたので、委員の方から御意見をいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。あるいは御質問があるかもしれません。 

【○○委員】 資料の内容が広範囲に渡っているので、論点を絞っていただいた方がいい

ように思います。 

【委員長】 ○○委員の方から論点を絞ってほしいということなので、資料がいろいろあ

るので、まず資料１で御説明いただいた道路行政マネジメントは一巡したんだという御報

告がありましたけれど、これについての御質問なり御感想なりをいただきましょうか。 

【○○委員】 大変美しい仕組みができ上がってきているなと思って感心しております。 

 一巡して、仕組みもかなり明確になってきたという段階で、ちょっと気になることとい

うか、つまらないことばっかりなんですけれども、先生方からも教えていただきたいので

すが、１つは言葉の問題です。非常にベーシックな言葉の問題で、つまり今後ずっとこれ

を使うのかという意味です。 

 １つは、成果主義というのは、今御案内のとおり、ちまたではほとんど年俸制とかの人

事管理の用語として受けとめられている。これが正しいか、正しくないかということは別

の話なんですけれども、そして特に批判的な意見もたくさん出てきている。例えば日本的

な経営に対するアンチテーゼとしての成果主義というような、そういう見方も強いわけで

すね。あえてその言葉を、誤解が生ずることも見越して使うのかというのが第１点です。

これはたしか古川先生はほかの機会に成果志向というようなちょっと柔らかい言葉でもい

いのではないかというようなことをおっしゃった気がしないではないのですが、先生から

も御意見いただきたいと思います。 

 つまらない話で申しわけないのですけれども、一般の方が受けとったときに、こういう

ことというのは意外と重要なのではないかと思います。成果主義と聞いた途端に、例えば

現場で働いている方たちが、そのうち給与とかも年棒制とか何とか、業績と人事評価と組

み合わせていくような、公務員制度改革の一環に結びつくのかなとか、それがどうなるか

は全く別のことなんですが、少なくともそれを意図しているように受けとめられるのがど

うなのかなと、事務局の考えも知りたいなと。 

 ２つ目なんですか、これはちょっと心配のし過ぎかもしれないのですが、業績予算とい

う言葉です。これは前の研究会でそういう考え方をお使いになることは十分承知して承っ

ていたのですが、業績予算を、特に最近道路局も英語圏との交流も盛んになさっていらっ

しゃいますけれども、訳しますと、パフォーマンス・バジェットという形になるのかなと

思うんですね。パフォーマンス・バジェットというのと、パフォーマンス・ベースト・バ

ジェットという、ＰＢとＰＢＢというのはかなりアメリカの実務家や研究者の間では、人

によるかもしれませんけれど、明確に違うのだという方も多うございます。私の知ってい

る限りでは直接何人もそういうことを聞いております。 

 ＰＢというのは、廃れてしまったＰＰＢＳという、あの時代に生まれた考え方で、異な
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る政策目的を持ったものに対してどういうふうに予算配分するかを考えるときに、より効

果の高いところに配分をするのだと。今すごく重要な概念は、異なる政策目的を持ったも

のというところがすごく重要でして、例えば今回の場合ですと、例えば安全とか、渋滞と

か、違う目的なんですね。安全にお金をかけるのか、渋滞にお金をかけるのか、どっちが

得だという、そういう選択をするときの仕組みとして、よりお金を投入するのに価値のあ

る方に投入しようと。そのためにはどうするかというと、かつてアメリカの研究者たちが

やったように、本来どう見ても比べられないようなものを経済価値をはかって比べてしま

う。安全に関して価値を――本来不可能だと思うんですが、そういうことを何とかやって

みようというようなことに結びついていくのかなと。 

 今回、アメリカ政府、連邦政府や州政府で急速にお使いになっていらっしゃる方向とい

うのはそうではなくて、まさにこちらでお考えのような、同じ目的の中で、例えばどこの

渋滞箇所を先に優先的に解決していくのがコスト効率がいいかという考え方とか、あるい

は期待成果を宣言してもらってというか、一応言ってもらって、それに見合う価値のある

ことであれば予算を配分しようと。そういう意味でパフォーマンス・ベースト・バジェッ

ティングという、私もあんまり熟知しているわけではないのですが、かなり過去にやった

失敗を繰り返さないように、言葉は慎重に使い分けているんだというようなことを聞いた

ことがありまして、もしかすると、つまらない不安かもしれませんけれども、逆に言うと、

違う言葉を使ってもいいのかもしれません。業績予算というのがもともと大してまだ日本

でそんなに知られていないと思いますので、違う言葉にしてもいいのかななんて思いまし

た。 

 最初の第１部でいただいたものの中ではまず最初にそういうことであります。 

 ２つ目なんですけれど、ＥＴＣの話が出てきまして、ＥＴＣについての利用効果として、

時間帯で割引をするような場合に渋滞が減るというような効果があるということなのです

が、もちろんこれでいいと思うんですけれども、経済価値が 1500 万円、たしか労働価値

みたいなものと時間を掛け合わせたような概念でしたよね、たしか渋滞損失というのは。

もちろんこれは指標としては使えるわけですけれども、これを単純に 1500 万円と 60 万円

と差し引きして 1440 万円得するという意味ではないわけですよね。両方ともお金を使っ

てはいますけれども、性質は全く違う指標だと思いますので、なまじ同じお金を使ってい

るために、ちょっと誤解が出てくるようなところがあるのかなと。 

 もっとあえて言えば、ＥＴＣを使ったことによって生まれる幾つかの成果というのは、

恐らく複数書いた方がいいのかなと。その中でも真っ先に書くべきなのは利用率の向上で

はないかと思うんですが、幹線道路の利用が増えるわけですね、安くすることによって。

そういう意味ですね、恐らく。一般道の渋滞がそれによって減る。多くの場合、幹線道を

使うことによって起こる成果、これはこちらで勉強させていただいたもので、釈迦に説法

なのですが、例えば夜間でありますと、住宅地付近では騒音が減るとか、あるいは実際交

通事故自体もかなり減る。一般道路の夜間の交通事故が減るとか、複数あるんだというお

話だったと思うんですね。 

 ですから、そういうことも考えますと、ＥＴＣを渋滞というようなイメージで訴えるよ

りは、むしろ総合的な効果をもつ政策手段なんだというような説明を、ちょっと複雑にな

ってしまうのかもしれませんが、していった方がいいのかなと。特にＥＴＣと聞いた途端
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にほとんどの方がいまだに料金所での円滑な交通ということしか考えていらっしゃらない。

そういう方が多いのかなと思うんですけれども、そういうことから考えても複数の効果を

持っているような政策手段だというようなことを、ある意味では複雑な説明になってしま

うかもしれませんけれども、やっていった方がいいのかなと。特に気になったので、今の

同じお金を使ってしまっているというところで、そうやって引き算をしてしまうというよ

うなことがあると思います。 

 何か細かいことばっかりで申しわけありません。 

 一番、中で今後のことという意味で、資料１に関してちょっと気になったのが未達成と

おっしゃった部分なんですけれども、未達成項目４項目とおっしゃっているんですけれど

も、数値の性格から見て、今後未達成になるものがたくさん出てくる可能性が、何年かに

１％ぐらいしか動かないような指標とかあるわけですね。しかも特に満足度なんていうの

はもしかすると永遠に未達成なのかもしれないなと思ったりするのですが、やはり受け取

る側は、一般の方はかなり気にするのではないかと思うんですね。未達成というのはです

ね。未達成というふうに言うのか、それとも――これをどういうふうに説明なり解釈して

いくのかというのは結構今の段階で考えておいた方がいいのかなと。特に今、達成されて

いるその他の 13 項目についても、それ以上なかなか急には伸びないという段階がもちろ

んあるわけで、ＥＴＣなんか典型的に、恐らく充足されていけば当然ある段階でそれ以上

伸びなくなるわけです。そういうようなことも考えますと、今からそういうことは考えて

おいた方がいいかなという気がしました。 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 いろいろありますが、何かレスポンスがあればしていただいて順番にやっていきましょ

う。 

【事務局】 どうもありがとうございました。 

 たくさんあったのであれなのですが、最初の成果主義という言葉の使い方、これは実は

先生から今御示唆いただいたことは我々もそういう問題があるということは考えています。

これは逆に御指導いただいたわけですから釈迦に説法になってしまいますが、今まで全く

道路行政の中でこういったマネジメントの考え方はなかったので、昨年はかなりインパク

トが強いという意味で導入した言葉でございます。ただ、先生から御指摘があったように、

人事管理とか特定のイメージが強いというようなことであれば、本来我々が今マネジメン

トとして取り組もうとしている部分というのはそういう狭い意味ではないので、必ずしも

本意ではないということで考えれば、少しここは工夫の余地があるのではないかなという

気がいたします。 

【○○委員】 委員長の御意見はいかがでしょうか。 

【事務局】 それはまた後ほど御指導いただければと思います。 

 業績予算につきましては、なるほどと私も勉強させていただいたのですが、これも本来

我々が意図するものではない受け取られ方をするということであれば、やはり同じように

考えなくてはいけないのではないかなと思います。すぐにこういう名称でというのは出て

こないんですが、そのあたりもあわせて御指導いただければと思います。 

 それから、３番目の例の 60 万の料金収入の減に対して 1500 万云々という話につきまし

ては、これは私の説明のつたなさによるところ大だと思います。逆に数字の大小みたいな
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形で見せかけ的なところが出てしまったのかもしれませんが、おっしゃっている、ある意

味経済学的な意味でもってそこのところは全然意味が違うよというのは今後その辺誤解が

ないように説明させていただきたいと思います。 

 それとＥＴＣの場合の効果というか、導入の目的も確かに料金所の渋滞解消というのが

ＥＴＣの数年前の最初のうたい文句だったのは間違いないんですが、今や有料道路の最も

国民の皆さんの関心の高い弾力的な料金の導入のための１つのツールであるというような

ことでもっていろんな使い勝手ができる。場合によってはもっと周辺に向けても技術を応

用できるというような環境状況にもなってまいりますので、そのあたりは御指摘のとおり

幅広く持っていきたいなと思います。 

 それから、申しわけありません。最後の未達成というのは、全く我々の本意ではありま

せん。むしろ逆にそういう単に外づらというか、目標値がいったかいかないかという、そ

こだけ見られてはいけないという意識が非常に強くありまして、中身のできたものでもこ

んな問題が逆にあったよとか、できていなくてもこんないいところだってあったじゃない

かと。そこのところをもっと掘り下げて、そこのところが次につながっていくのだろうと

いうことで事例をいろいろ御説明させていただいたつもりなんですが、済みません、未達

成というのが余り前に出ると全く我々が意図するものと逆になりますので、そこは気をつ

けたいと思います。 

【委員長】 ありがとうございました。 

 では、○○さん。 

【○○委員】 今後の進め方というところに重点を置いた質問といいますか、論点を提示

したいと思うんですが、今年の黄色い冊子は、達成度報告と 16 年度の業績計画を同時に

載せておられるということで、これはある意味では過去の達成度評価と業績計画というこ

とで見やすいという利点はありますが、今後 16 年度の取り組み資料の４ページの成果買

取型予算の導入というところで、予算要求で数値目標の宣言をして、予算決定をして、

「数値目標の宣言（決定）」をして、執行して、評価をしてというサイクルにいきますと、

本来の業績計画書は数値目標の宣言のところで出されるべきであって、評価と同時に今後

も回っていくというのは余り好ましくないのではないかという感じがいたしまして、これ

は一長一短というか、実務的な一長一短があることは重々承知しているのですが、今後の

システムを回していく際の論点だけを申し上げたいと思います。 

【委員長】 ○○さん、御経験でおっしゃっているのだと思いますけれども、なぜまずい

のではないかということを御説明いただいたらどうですか。 

【○○委員】 つまり、現在 2003 年、2004 年のこれはたまたまこの時期になったという

理解でいいんでしょうかね。それとも、永遠にこういうやり方でやっていくのか。つまり、

成果買取型予算で、数値目標の宣言をして、要求段階で宣言をして、決定をして宣言をし

たときに何を出されるかですね。このときのものは本来業績計画書ではないかと思うので、

本来評価の時期とは異なるものではないかなという感じがする。建前として。システムと

して。 

【事務局】 今の○○委員の評価のタイミングと予算関係での次の業績計画という話にな

りますが、評価につきましては、例えば今 15 年度スタートしたときの 17 の指標、ああい

う切り口ということは多分これから先、少しずつ変遷があるのだろうと思っています。た
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だ、今の 17 の指標に基づいてお話を申し上げますと、やはり年度単位でのデータの整理

しかできないものも入ってございまして、ある程度まとまった評価というのはどうしても、

今回は６月 30 日でしたが、これが例えば３月末とか４月の頭とかという時期にできるか

ということで考えると、それはかなり難しい。時期的にはやはり今回やらせていただいた

６月ぐらいがかなりぎりぎりのところではないかと。今のは評価の時期でございます。 

 たまたま今回は逆にその裏返しというか、そこからすぐどういうふうに次の新しいサイ

クルというか、新しい業績計画につなげていくかというのを我々としては見やすくするた

めに、つながりがこの方が御理解いただきやすいのかなということで一体にしたというよ

うな経緯がございまして、こういう形になっているのですが、ここのところは逆に別個の

ものを別のことで少し間を置いてということは可能になりますが、それでもしっぽとして

は私どもの予算の制度上、８月いっぱいには対外的にも次の予算の考え方をお示ししなけ

ければいけない。当然予算の枝ぶりを決めるためというか、判断するための、逆に非常に

ベーシックな部分、評価を踏まえた次の展開というのはベーシックな部分になりますので、

時期的にはやはり７月とか、もっと以前にやっておかないといけない。かなりそこのとこ

ろは接近してくるだろうと。仮に別立てにするにしてもですね。ちょっと事務的には、こ

れはもちろん局内で話した話でもありませんので、個人的な感想でございますが、ちょっ

とそんな感じがしております。 

【○○委員】 つまり私が申し上げたかったのは、評価をするのがこの時期になるという

のは自然というか、作業としては当たり前で、この時期になりますね。それから続くのは、

つまり来年の予算要求という作業があるわけですね、当然。だから、そこへ生かされてい

くわけですね、現実もまた。システム的にも。今ですと、今のデータというのは来年度、

17 年度の予算に生かされていって、決まりますね。ここがまさに、４ページですか。決

まったときに、17 年度の業績計画書が本来発表されるべきではないのですか。つまりこ

こからここへ直にはいっていないですよね。ここにもう１つプロセスがあって、こうきて

いるんですね。そこをちょっと申し上げているんです。 

【委員長】 ○○さん。 

【事務局】 私は予算の担当でもありますので、少し補足させていただきます。 

 16 年の話と 17 年の話は我々も区別せずに書いているような気がいたします。例えば４

ページにある予算要求、現在で言うと間もなく 17 年度の予算要求をしようとしています

から、予算要求した段階で、この要求ではこういうのをやるという宣言は 17 の宣言にな

りますね。それから、年末に決定したときに、若干要求と違った修正をしたこれが決定で

すというのも 17 年度に対する要求です。 

 ただ、12 月時点ではまだマクロな数字しか決まっていません。私どもはもっと具体の

実施計画というのは３月までに詰めて、実際どの地方でどれだけやるかも全部詰めていき

ます。実際には年度の当初ぐらいにならないともう少し精緻な、各出先までブレークダウ

ンしたものというのはつくれない。実はここにあるのは 16 年度の計画書ですから、結局

15 年度の評価結果を用いて２つのことを並行してやっているのではないかと思います。

ですから、詳しい業績計画書は当該年度の分しかつくれませんし、並行して 15 年度の評

価を用いて今から 17 年度要求の宣言をしようとしているというふうになっていると思い

ます。 
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 したがって、おっしゃっているとおりのことが起こっていると思いますが、当該年度の

ものを年度当初に前年度の達成度報告書と合わせて発表しているという格好になっている

のだと思います。そういう意味では、これは１列ではなくて、評価をして、要求するもの

は１年飛んで、２年後になっていますので、その２つのサイクルを書き分けないと厳密に

は正しくないということだと思います。そういう意味ではおっしゃっているような内容に

なっているのではないかという気がしております。 

【○○委員】 今の確認なのですが、昨年の研究会のときに、15 年度がまだ何も決まっ

ていない状態なので、今年度はこういう形でやらせていただきたいというようなお話があ

ったように私は記憶しているのですが、それが事実かどうかあれなんですが、恐らく来年

度以降は、今○○委員がおっしゃったような形でのものも含めた１年タイムラグが出ます

けれども、そのあたりのものも織り込んだ形での公表の仕方なり、取りまとめになるので

はないかというふうに期待しているところです。 

【事務局】 その辺の動きを担当しておりますので、お伝えしますと、テクニカルに言う

と、去年のこの計画書に比べて１カ月早く今年の達成度報告書と業績計画書を出すことが

できました。１カ月早く達成度報告書を出すことによって、国土交通省の場合は７月に重

点施策という、来年度どういうのをやるかというのを出します。今年の場合は 30 日に出

しました。それで８月に概算要求というのを出しますので、そういう意味では 15 年度の

取り組みの成果をしっかり 17 年度の施策予算に反映すべく、なるべく早く達成度報告書

を出そうと努力して、６月中に出したというのが１点と、あとは当然サイクルを１年ごと

ではなくて、もっともっと短く、１カ月ごとにチェックをしていく、データをそろえると

いうのを先ほど御説明いたしましたけれども、そういったものは１年を待たずしてどんど

ん改善していくという短いマネジメントもしていきたいと思っておりますので、御指摘の

方向に頑張っていきたいと思っています。 

【○○委員】 ただ、ここの図に関しては○○委員がおっしゃったとおりの形で改定され

た方がよろしいかと思います。 

 それと○○委員がおっしゃった成果主義のところなんですが、私も実はちょっと気にな

っていまして、どういうことを言いたいのかなということがわからなかったというのと、

ここで打ち出していただきたいと思うのは、限られた資源の中で最小限のコストで最大の

効果を上げるという部分、それをどういう言い方で言うのが一番適切なのかわからないの

ですが、コストという意識もちょっと入れた形でのものにしていただきたい。全体的にコ

スト管理という意味で後の資料２の方には出てきているのですけれど、１の方には余りコ

ストというものが前面に出てきていないので、このあたりがまだ若干希薄のような気がし

ています。 

 国民としては、コストは非常に関心事だと思いますので、このあたりもちゃんとやって

いるんだというのであれば前面に出していただきたい。成果主義というのは成果重視なの

か、成果志向なのか、文言はこれから議論していただきたいところなんですが、コストの

部分というものをもう少し重きを置いていただいた方がよろしいかと思います。 

 １に関してです。 

【委員長】 ありがとうございました。 

 今のは特にレスポンスは求めませんか、○○さん。 
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【○○委員】 成果主義をどういう形で提示したらいいかというのをもう少し議論された

方がいいかと思います。 

 ○○先生、コメントはいかがでしょうか。 

【委員長】 何かさっきから私に振られそうなんですけれど、○○委員がおっしゃったよ

うに、成果主義というと確かに昨今は人事管理、給与管理といったようなものに関連づけ

られていることが多いので、確かにちょっと誤解を招くかもしれません。ですから、私自

身は成果志向とか、成果準拠とか、そういう方が正確な言い方ではないかとは思っている

んですけれど、その場合の成果というのは実は○○委員がおっしゃったように、コストの

部分も含んでいるのですね。 

 

 これは後で申し上げようと思ったのですけれども、資料２に大変いい図があって、資料

２の方に入ってしまうのですが、15 ページに「道路行政経営ガイドラインの位置づけ」

という図がありまして、ここに全体図がかいてあるんですけれども、ここには右の方がイ

ンプットで、真ん中がアウトプットで、左側がアウトカムになっているんです。アウトカ

ムの方が目標とする成果というんですけれども、ところが、成果というのは成果だけで独

立して存在しないんですね。インプットがあって初めてアウトプットができて、アウトプ

ットが発生することによってアウトカムができるという、こういう順番なので、というこ

とはコストの分を抜きにしてアウトプットは語れないし、アウトプットがそもそも達成さ

れなければアウトカムも生じないということは、当然コストも意識し、ということは効率

性も意識する。なぜならばアウトプットとインプットの比は効率性である。その上でさら

にそれから生ずる結果なり、成果なり、影響なりというのがアウトカムだとすると、実は

全体は一体のものなんですね。 

 そして、○○委員のおっしゃったのは古くて新しいことで、1930 年代から 40 年代にさ

かのぼるんですけれど、当時占領軍がいたときにつくった法律はほぼ例外なく、民主的な

行政、そして能率的な行政と書いているんですね。あそこで能率的な行政というのは、こ

こで言う２つを意味しているというのが当時の文献を読むとわかるんですけれど、２つと

いうのは、効率性ということと今で言う有効性なんですね。その両方を達成しろというの

が当時のはやりの行政改革で、その影響を受けてつくられたのが現在の公務員法とか、各

種法律に出ている用語なんです。ですから、法律用語でいうと能率ということに実はなる

んです。 

 ですから、言葉遣いは、成果主義というと誤解を招きやすいので、少し変えて、コスト

も入れるとなると１語であらわすと能率だということになるのではないかと思いますが、

これはもう少し議論したらどうかと思います。 

 それでは、時間も大分過ぎましたので、今の資料２に関連した具体のマネジメントの実

践についての御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【○○委員】 すごくおもしろい領域に入ってきているなと思いまして、ここまで進んで

くると、やはり品質管理の具体的なシステムというんでしょうか、推進体制をどんどん組

んでいってしまう方がいいのかなと。大変な作業になってしまうかもしれないのですが、

その方がいいのかなと思います。 

 大変悔しいことにこの分野は○○委員のところとか○○委員の組織がたけていて――悔
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しいという言い方はあれで、うらやましいということで、いわゆるＱＣ七つ道具とかいう

ところから始まりまして、それぞれの職員のレベルに合わせて日本的な現場での分析、非

常に高度な経営分析までラインナップがそろっているんじゃないかと思うんですね。独自

にそれぞれ行政に向いたものにバージョンアップするということもできるかと思うんです

が、いずれにしても今ガイドラインというふうにお考えになっている部分は恐らくそれに

も関連するか、あるいはそれに近いものかもしれませんけれども、例えば各事務所でお使

いになれるような手法にどんなものがあるのかとか、アプリケーションのやり方、典型的

なのは教科書ですね。こういうアプリケーションができる。今ここには典型的なパレート

分析の図が出てきますね。ポアソン分布が出ているものですけれども、一番大きな要因か

らどんどんとっていけというようなＱＣ手法の非常に典型的なものだと思うんですけれど

も、そういうものに類するものというがある意味ではたくさんそろっていると思いますの

で、そういうものの整備を、これはある意味では委員の先生方たちがいろんな情報もある

かもしれないし、あるいは今、私の方では、ちょっとライバルで申しわけないですけれど、

日本科学技術連盟の方で行政の品質マネジメント研究会というところで同じようなことを

やっていますので、そういう意味でも御参考になるのかなと思っています。 

 特にこれはそういうイントロダクションの文献をお読みになったり、実際の運営体制を

ご覧になるとわかると思うんですが、コンサルティング業務が物すごく重要で、各事務所

では毎日の仕事に忙しくて、到底自分たちだけでいろいろなことを全部処理するというの

は難しいものですけれども、どういうふうになるかわかりませんが、本省の方ももちろん

忙しいのでしょうけれども、外部に依存されるよりは、むしろ中で、例えば今の評価室の

ようなところのスタッフの方が要請に応じてさっと整備局なり、国道事務所とかいうとこ

ろに行って、これはこういう分析をしたらいいとか、こういう事例があるかというような、

いわゆるコンサルティングのアドバイスができる体制、そういうようなものも将来的には

というか、できれば早い段階であった方がいいのかなと思いますし、あるいはＱＣの場合

ですと、御案内のとおり、ＱＣの事例発表会とか、中には御褒美がついているような大会

なんていうのをよくやるのですけれど、まさに全国のいろいろな試みを発表するような会

を、例えばこちらとか、あるいは小平の研修センターのようなところで泊まり込みでやる

とかいうようなことは非常に目に浮かぶぐらいに、民間だったら当然やっているだろうな

と。全国展開している大企業ですから、当然やっているだろうなと思うようなことなんで

すが、もしかしたらやっていらっしゃるのかもしれませんが、そういうようなことをやっ

て、それこそ局長表彰みたいな、何か知らないですが、トロフィーか何か、こういう体質

はなじまないのかもしれませんが、何か非常に違和感を持ってお考えになっているかもし

れませんが、そういうような事例研究シリーズみたいなのをやるとか、これだけのシステ

ムが組み上がってしまって、どんどん品質管理の技術力向上の方に入っていくのかなと思

いました。それに近いものは何種類も事例が出てきているものですから当然のこととして、

そういうことを申し上げる次第です。 

【委員長】 ありがとうございました。 

【○○委員】 資料の 15、16 ページの道路行政経営ガイドライン、これはこれでいいん

ですが、これからこのガイドラインをつくっていただくための留意点というか、特に留意

をしていただきたいと思う点を申し上げたいと思います。 
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 例えば 16 ページの①のところですね。「道路行政のアウトカム指標と行政判断（資源配

分等）の連携をはかる最小限の道路行政の行動指針を提示」と書いてありますけれど、つ

まり、私が言いたいのは、要するに資源配分のシステム上の権限配分であるとか、事務的

ないろいろ細々した、具体的に言えば本省と地方整備局の問題であるとか、そういったシ

ステムも相互に関連しますので、これを読む限りだと何となく現在のシステムは変わらな

いよと。――悪意で読めばですね。悪意でというか、悪く読んだ場合は、システムは変え

ないけれど、皆さんこういうふうに行動してくださいねと、えてしてそうなりがちなので、

ここで言うガイドラインというのは、つまり現在行われている本省も含めたシステム変革

も相互に関連したものとしてぜひとらえないと、うまくいくはずはないと思います。わか

っておられると思いますが、ここの表現にはどうも読み取れない。というか、先ほど○○

委員がおっしゃったようにインセンティブを明示しないと、こういうものは絶対にうまく

働かないですね。締めつけのガイドラインというか、締めつけのガイドラインではなくて、

インセンティブも含んだ、相互に変革するというか、お互いに進化していくというニュア

ンスというか、イメージを――イメージだけではなくて、現実の進め方もやっていただき

たいなと。 

 そういう意味では 15 ページの黄色いところでちゃんと書いてはあるんですね。道路行

政の行動指針・ルール。これはすべてを含むイメージではありますが、16 ページになる

と何となくお達し風という感じですね。依命通達風な論調になっている。――いやいや、

これは偏って読んだのかもしれません。念のため、申し上げます。 

【○○委員】 資料２は関心を持って読ませていただいたのですが、実はここに至った経

緯、どういう議論、どういう経緯、どういうプロセスを踏まえてここにたどりついたのか、

そこが一番重要だと思うんですね。結果だけでもいいんですけれども、それよりもむしろ

プロセス、それこそが財産なんだと思うんですね。そういったものを共有できればいろい

ろなものに使える。ですので、せっかくこういういい取り組みをされているのであれば、

ぜひそこに至った経緯をもうちょっと明示して、具体的に提示をしてあげるとほかのとこ

ろに非常に参考になるのかなと思います。 

【委員長】 何か御意見あります。 

【事務局】 ありがとうございます。いろいろアドバイスというか、御指導いただきまし

て、答えられるものとそうではないものとありますのであれなんですが、順番にお話しし

ますと、○○委員からお話のあった件については、先ほど、今日御欠席ですが、家田委員

のメモの１番のところにあったマネジメントのやり方、運用、運営、ここのところ自体が

これから試行錯誤でいろいろ回っていくときの気をつけるべきところというようなことで

私は聞かせていただいて、まさにそのとおりだと思っておりますので、その都度その都度

いろいろまた御指導いただくような機会をいただきたいということと、品質管理でＱＣの

七つ道具というお言葉が出ましたが、我々も○○委員の御指摘の裏側というか、16 ペー

ジで書かせていただいた部分は、言ってみればそれぞれ我々が関係する組織同士で話をす

るときのツールボックスというんですかね、共通言語的なところで、同じような物差しで

もって議論がかみ合うような部分というのは最低限必要ではないかなというようなイメー

ジがちょっとありまして、もちろん○○委員のおっしゃった一律お達しみたいなことでは

実は考えていません。 



 

 - 23 - 

 例えばですが、これは今度の概算に向けての大きな道路局の重点の１つになりますが、

従前の補助事業などは一見審査みたいに、例えばここに橋をつくるとか、ここのところの

予算は幾らつけますという１つずつやっていったのを、ある、例えば県なら県の単位で、

パッケージとして、中の配分なり、ウエートのかけ方なりは当事者にお任せするような、

そういうシステムにしてはどうかというような取り組みも始まっています。 

 ただし、当然それだけの権限というか、判断がいくわけですから、当然やった結果につ

いては責任は応分のものはとっていただく。そこに広い意味の評価みたいなことが当然入

ってくるのだろうと。そういう広い意味での道路行政という意味ではそういう試行も今始

まりつつあるというふうに御理解いただければと思います。 

 それから、○○委員の御指摘になりましたところはまさにそのとおりで、もちろんいろ

んな内部での議論は重ねてきていますので、今日プレゼンさせていただいた資料にはそこ

のところが全く欠落していますので、そこのところは今度きちっと補強して御説明させて

いただきたいと思います。 

【事務局】 ガイドラインをいろいろ取りまとめている立場から、まさに○○委員が言わ

れたとおり、言葉足らずがちょっとありまして、留意点につきましてはここに至るまでい

ろんなポイントで、変なガイドライン、変な使い方にならないようにしなければいけない。

それから、ガイドラインをやりますと、そのとおりやればいいんだろうというような現場

の変な感覚になっても困る。①の下にあります「各担当者は」というところで、最後は現

場の技術者がそれぞれのところをしっかりと判断するということは最終的なアウトプット

になると思うんですけれども、ただ、その入り口のところはしっかりとある程度整理して

いくことが大事だろうというようなところで、まさに留意点にありました③のとも関係す

るのですが、事務所、整備局、本省相互に、ある面、相互に進化しながらこういうものを

さらに改善していこうという、ある面意気込みで作成したいと思っておりますので、ある

程度できましたらまた御議論いただくこともあるかと思いますので、よろしくお願いした

いと思っています。 

【委員長】 今ガイドラインについて幾つかの御意見が出ておりましたけれども、この位

置づけをどうするかというのは非常に難しい点があるかと思うんですね。それで、家田委

員のメモにもあるんですけれども、ガイドラインというのが適当なのかどうか、それから

16 ページに書いているような役割のような組み立て方でいいのかどうか、ちょっと議論

した方がいいと思います。といいますのは、この分だけ見ると、これは非常に強い意味合

いが盛り込まれているように思われるところがありまして、むしろもっと緩やかに、本来

の意味でのガイドラインという程度のものにしておいた方が後でいいのではないかなと。

つまり、これは道路行政経営マインド、全体を経営していくための指針なんだという意味

で非常に柔軟なものと位置づける。 

 それから、ベストプラクティスをどのように伝播させていくというのがねらいだと｡ 

 それから、３つ目には、全体として組織が学習をしていく。学習をして、やり方も変え

る。場合によるとシステムも変えていく。こういうことまで含んでいるというふうに見た

方がいいと思うんですね。 

 先ほど静岡県や三重県の例で余り詳しく歴史を説明しなかったのですけれども、実際に

は評価をやったり計画を変えたりいろいろする中で、やっぱりこれは仕事のやり方を変え
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なければいかんと、あるいは組織の枠組みを変えなければいかんというので、少しずつ少

しずつ変えていったわけです。そういうことによって、全体としての経営システムが相乗

効果で回っていくようになったというのがあって、そういうことから言うと、最初から余

りがちっとしたものにしない方がいいのではないかというような気もいたしますが、もう

少し御議論を重ねていただいたらいいと思います。 

 ほかに何かつけ加えることございますか。 

【○○委員】 ガイドラインという言葉が指針とか、もちろん程度の問題なんでしょうけ

れども、それがきっと何か指導要領みたいなものでしょう、指導要領みたいに思いたいの

かなということで、もしかしたら名前の問題もあるのかななんて話をしていたんです。 

 方針としてははっきりとトップ方針というのはすごく重要ですから、方針管理、すごく

重要なので、それはあくまでも基本方針で、あとは任せるよと。逆に言うと、何かいろい

ろなこと、指針をいろいろガイドしてくれるのかなと思って、あけてみたらほとんど書い

てなかったと。あなたたちの工夫次第だよとしか書いてないというようなのが今のＴＱＭ

の思想ですよね。方針管理の思想ですよね。本当に重要なことだけトップがぱっと言って、

これを私は実現したいのだと、それを実現するのはあなたたちの役割なんだと、私はこれ

を実現したいのだという言い方をしますよね。成果志向の契約とか、あるいは成果買取型

の組織の管理の仕方というのは、成果だけぽんと言って、あと、やり方は任せるからと。

創意工夫を十分発揮してくれという中身ですよね。だから、あけてみると何も書いてない

マニュアルが出てくるわけです。本来はそっちの方に、最初からは無理でしょうけれども、

だんだんとそういう考え方がですね。特に私たちは地方自治体で仕事をしていますから、

準則なんていうのはすぐ欲しくなるわけですね、どうしても。自分で考えろと言われると

非常に困るという話があるのですが。○○委員がおっしゃったのは根本的にエンパワーメ

ントとか、権限委譲という話を――もうちょっとまろやかにおっしゃいましたけれども―

―任せてくれと、任せさせてくれとか、そういうメッセージだと思うんですけれど、逆に

田渕さんもおっしゃったのは、恐らく任せたからこういう分析があっちこっちの事務所か

らあらわれたんだと思うんですね。ガイドラインを出して、やれと言ったものではないで

すよね。そうすると、だれがリーダーシップをとってそんなことやったんですかとか、ど

うしてそういうことに発想が出たんですかということがすごくヒントとして重要なものだ

から、ヒントだけはたくさんくださいという、そういう意味で事例集が物すごく重要だと。

特にプロセスに関する事例集が重要だという、そういう御発言だと。言っていることはみ

んな一緒のことを言っているという話だと思います。 

【○○委員】 委員長の資料の方に飛んでしまってよろしいでしょうか。 

【委員長】 どうぞ。 

【○○委員】 非常に興味深く拝見させていただいたのですが、実は私どもも全国の地方

自治体に行政評価の取り組みに関する実態調査をさせていただいていまして、２年ぐらい

都道府県と全地方基礎自治体に対して行政評価に取り組んで成果があったと思われますか

という質問をしているんですね。そこで返ってくる答えが、都道府県は大体何となく事務

事業のレベルに関してはそれなりの成果が出てきたというふうに判断をしているのですが、

政策、施策はまだまだというところで、市区に関してはほとんど実感として感じられてい

ないというのが結果として出ています。 
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 今年度もこれから実際に調査を始めて、10 月か 11 月ぐらいにはまとめたいと思ってい

るのですが、多少はもう少し実感としてとらえている自治体が増えるのではないかなとい

うふうには思います。 

 その中で出てきた、なぜ実感として感じられないのかといったところなんですけれども、

恐らく大きく２つに分かれていて、意識の問題ですね。職員の方たちが担当者としては理

解が足りないと思っているというのと、あとは仕組みの問題ですね。予算ですとか、人事

ですとか、反映したいんだけれども、硬直化してしまっているシステムを変えられないと

いうところでジレンマ。それで実感としてとらえられないというふうな回答が多いのでは

ないかと思います。かなり先生の分析と同じような形にはなっているのですけれど、都道

府県の方がやはり多少は進んでいるということで、実感としてとらえているところが多い

ということになろうかと思います。 

 市区でも仕組みが動かせているところ、既存のシステムの改善ができているところ、予

算の枠配ですとか、そういったものにつなげられているところは実感としてとらえている

という結果が出ている。今年はもうちょっと深くその辺は調査したいと思っています。 

 結果が出ましたらまたお知らせしたいと思います。補足という場でもないんですけれど

も、コメントさせていただきました。 

【委員長】 うまくマーケティングしていただきましてありがとうございました。 

 今の○○委員と○○委員のお話をちょっとまとめて言うと、結局権限がある程度与えら

れて、やる気が出てきて、その効果を実感しているというところまでいかないと、上から

やらされているということになって、多くの自治体――企業の一部分でもそうだと思うん

ですけれど、嫌々やっている。言うならばいろんな行政の様式を埋めている。そして、上

司に報告して、まとめて終わりということになると、本当の効果が上がらないんですね。

ですから、その仕組みというか、仕掛けをうまくしないといけない。だけど、その仕組み

をするにはシステムを一部どうしても変えざるを得ないところが出てくるだろうと。実際

には既に一種の権限委譲なり、枠で予算を渡すとか、いろいろこれからなさると思うんで

すけれど、ぜひそういうのをやっていかれると、職員の方が実感として手ごたえが出てき

て、それでさらに次に進む。そういう好循環になるのではないかというふうな気がしてお

ります。 

 

（６）そ  の  他 

 

【委員長】 ほぼ時間も尽きてきましたので、もしよろしければ今後のスケジュールなど

について御説明をいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 お手元の資料３、１枚紙でございますが、ちょっとご覧いただけますでしょ

うか。 

 真ん中辺に８月２日として、本日、第５回の研究会開催になっておりますが、次回につ

きましては、第５回研究会、今日の研究会で出された課題について検討と書かせていただ

いておりますが、本日いろいろお話を聞かせていただいて、特に我々の方で、今最後の方

でずっと話題になっておりました、今日この場ではガイドラインと呼ばせていただきます

が、ガイドラインについていろいろまだ御指導いただかないといけないところがあります
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ので、このあたり、少し、今日よりもある程度我々の考え方なり少し整理が進むと思いま

すので、次回はガイドラインと呼んでいるものについて我々の考え方をお示しさせていた

だいて、御議論いただければと思います。おおむね９月末から 10 月頭ぐらいのイメージ

で考えさせていただきたいと思っております。 

 第７回、第８回、それ以降につきましては、たくさんの課題がございますので、順次、

少し優先度をつけて、また御相談させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 

３．閉      会 

 

【委員長】 ほぼ予定の時刻になりましたので、本日の議事を終了申し上げたいと思いま

す。 

 長時間にわたりましてどうもありがとうございました。有意義な議論ができまして大変

よかったと思っております。ありがとうございました。 

【事務局】 それでは、次回の第６回の日程につきましては、また改めて先生方と御相談

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の第５回道路行政マネジメント研究会を終わらせてい

ただきます。どうも長時間にわたりありがとうございました。 

 


